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【受付日程・場所・時間】 

 

ペレットストーブ設置補助金

受付日程 受付日程：随時受付

令和５年４月 28日(金)

令和５年５月 ８日(月)、18日(木)、26日(金) 　　時間：8：30-17：15

令和５年６月 ８日(木)、16日(金)、28日(水)

令和５年７月 ７日(金)、18日(火)、28日(金)

令和５年８月 ８日(火)、18日(金)、28日(月)

令和５年９月 ８日(金)、15日(金)、28日(木)

令和５年10月 ６日(金)、18日(水)、27日(金)

令和５年11月 ８日(水)、17日(金)、28日(火)

令和５年12月 ８日(金)、18日(月)、28日(木)

令和６年１月 ９日(火)、18日(木)、26日(金)

令和６年２月 ８日(木)、16日(金)、28日(水)

時間：9：00-15：00

※令和5年10月以降の分は、申込状況により変更す

る可能性があります。

家庭におけるゼロカーボン推進補助金

場所：産業支援センターみのわ２F　商談スペース

　　場所：箕輪町役場みどりの戦略課
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１ 太陽光発電設備 

内    容 既存の住宅への太陽光発電設備の設置に対し、費用の一部を助成します。 

交 付 対 象 者 
次のいずれにも該当する個人の方 

(１) 交付決定日以降に補助対象事業に着手し、かつ、令和６年２月 28日まで

に事業を完了し、実績報告書を提出できる方 

(２) 過去に本補助金を活用し、太陽光発電設備を設置したことがない方 

(３) 町税等の滞納がない方（同一世帯者も含む） 

(４) 暴力団員や暴力団関係者でない方 

交 付 要 件 
(１) 自ら居住する既存住宅又は同一敷地内の建築物に太陽光発電設備を設置

すること 

(２) 既存住宅は、一戸建ての専用住宅であること 

(３) 伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡内に本店、支店若しくは営業所を有する事

業者に太陽光発電設備を設置させること 

(４) 契約の締結は交付決定日以降に行うこと 

(５) 既存住宅等が自己の所有に属さない場合又は共有者がいる場合は、当該

所有者に設置の承諾を得ること 

(６) 最大出力が５kW未満のものであること 

ただし、世帯人数等の状況等により 10kW未満までのものは、設置できるも

のとする※5kW以上 10kW未満の場合電力消費量計画書が必要になります 

(７) 自家消費する電力量が 30％以上であること 

(８) ＦＩＴ制度又はＦＩＰ制度の認定を取得しないこと 

(９) 余剰電力は町長が指定する小売電気事業者に売却すること 

(10) 既存設備の更新の場合は、設置から 17年が経過していること 

(11) 設置する設備は、商用化され、導入実績があり、中古のものでないこと 

(12) 本事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、Ｊ-クレジッ

ト制度への登録を行わないこと 

(13) 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン（太陽光発電）」（資

源エネルギー庁）に定める遵守事項に準拠して事業を実施すること 

(14) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領（令和４年３月 30日付け環

政計発第 2203303号。以下「交付金実施要領」という。）別紙２地域脱炭素

移行・再エネ推進交付金交付対象事業となる事業（重点対策加速化事業）の

交付要件を満たすこと 

補助対象経費 設置費及び工事費（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

補 助 率 等 
10万円/kW（太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値及びパワーコンディ

ショナの出力の合計値のいずれか低い値（kW表示の小数点第２位未満は切捨

て）に 1kW当たり 10万円を乗じた額。千円未満は切り捨て） 

根拠法令等 箕輪町家庭におけるゼロカーボン推進補助金交付要綱 

必 要 書 類 

( 申 請 時 ） 

A3 又は A4 で
提 出 

(１) 交付申請書（様式第１号） 

(２) 設置する既存住宅の位置図 

(３) 補助対象経費及びその内訳が記載された見積書の写し 

(４) 設置箇所を示す写真 

(５) メーカー、型式及び容量等設備の仕様が確認できる書類 

(６) 既存設備の設置年月が確認できる書類（更新の場合） 

(７) 委任状（様式第２号）（手続きを代理人に委任する場合） 

(８) 電力消費量計画書（5kW以上 10kW未満の場合） 

(９) 申請に係る確認表 
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２ 定置型蓄電設備（前頁の太陽光発電設備とセットで設置） 

内 容 
既存の住宅への定置型蓄電設備の設置に対し、費用の一部を助成

します。 

交 付 対 象 者 
次のいずれにも該当する個人の方 

(１) 交付決定日以降に補助対象事業に着手し、かつ、令和６年２

月 28日までに事業を完了し、実績報告書を提出できる方 

(２) 過去に本補助金を活用し、定置型蓄電設備を設置したことが

ない方 

(３) 町税等の滞納がない方（同一世帯者も含む） 

(４) 暴力団員や暴力団関係者でない方 

交 付 要 件 
(１) 自ら居住する既存住宅又は同一敷地内の建築物に定置型蓄電

設備を設置すること 

(２) 既存住宅は、一戸建ての専用住宅であること 

(３) 蓄電容量が４kWh以上のものであること 

(４) １kWh当たりの価格が 15万５千円（工事費込み・税抜き）以

下であること 

(５) 伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡内に本店、支店若しくは営業所

を有する事業者に定置型蓄電設備を設置させること 

(６) 契約の締結は交付決定日以降に行うこと 

(７) 既存住宅等が自己の所有に属さない場合又は共有者がいる場

合は、当該所有者に設置の承諾を得ること 

(８) 前頁の補助金を活用して設置した太陽光発電設備に常時接続

する設備であること 

(９) 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと 

(10) 既存設備の更新の場合は、設置から６年が経過していること 

(11) 設置する設備は、商用化され、導入実績があり、中古のもの

でないこと 

(12) 交付金実施要領別紙２地域脱炭素移行・再エネ推進交付金交

付対象事業となる事業（重点対策加速化事業）の交付要件を満

たすこと 

補助対象経費 設置費及び工事費（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

補 助 率 等 
補助対象経費の１/３以内の額（上限１kWh当たり 5.1万円）に、

蓄電容量１kWh当たり 0.9万円を加算した額。千円未満切り捨て 

ただし、７kWhに相当する額（42万円）を限度とする。 

（kW表示の小数点以下は切捨て） 

根 拠 法 令 等 箕輪町家庭におけるゼロカーボン推進補助金交付要綱 

必 要 書 類 

（ 申 請 時 ） 

A3 又は A4 で
提 出 

(１) 交付申請書（様式第１号） 

(２) 設置する既存住宅の位置図 

(３) 補助対象経費及びその内訳が記載された見積書の写し 

(４) 設置箇所を示す写真 

(５) メーカー、型式及び容量等設備の仕様が確認できる書類 

(６) 既存設備の設置年月が確認できる書類（更新の場合） 

(７) 委任状（様式第２号）（手続きを代理人に委任する場合） 

(８) 申請に係る確認表 
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３ 定置型蓄電設備（当該設備のみ設置） 

内 容 
既存の住宅への定置型蓄電設備の設置に対し、費用の一部を助成

します。 

交 付 対 象 者 
次のいずれにも該当する個人の方 

(１) 交付決定日以降に補助対象事業に着手し、かつ、令和６年２

月 28日までに事業を完了し、実績報告書を提出できる方 

(２) 過去に本補助金を活用し、定置型蓄電設備を設置したことが

ない方 

(３) 町税等の滞納がない方（同一世帯者も含む） 

(４) 暴力団員や暴力団関係者でない方 

交 付 要 件 
(１) 自ら居住する既存住宅又は同一敷地内の建築物に定置型蓄電

設備を設置すること 

(２) 既存住宅は、一戸建ての専用住宅であること 

(３) 蓄電容量が４kWh以上のものであること 

(４) 伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡内に本店、支店若しくは営業所

を有する事業者に定置型蓄電設備を設置させること 

(５) 契約の締結は交付決定日以降に行うこと 

(６) 既存住宅等が自己の所有に属さない場合又は共有者がいる場

合は、当該所有者に設置の承諾を得ること 

(７) 既に設置されている太陽光発電設備に常時接続する設備であ

ること 

(８) 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと 

(９) 設置する設備は、商用化され、導入実績があり、中古のもの

でないこと 

補助対象経費  

補 助 率 等 １件 10万円 

根 拠 法 令 等 箕輪町家庭におけるゼロカーボン推進補助金交付要綱 

必 要 書 類 

（ 申 請 時 ） 

A3 又は A4 で
提 出 

(１) 交付申請書（様式第１号） 

(２) 設置する既存住宅の位置図 

(３) 補助対象経費及びその内訳が記載された見積書の写し 

(４) 設置箇所を示す写真 

(５) メーカー、型式及び容量等設備の仕様が確認できる書類 

(６) 既存設備の設置年月が確認できる書類（更新の場合） 

(７) 委任状（様式第２号）（手続きを代理人に委任する場合） 

(８) 申請に係る確認表 
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４ 太陽熱利用システム 

内 容 
既存の住宅への太陽熱利用システムの設置に対し、費用の一部を

助成します。 

交 付 対 象 者 
次のいずれにも該当する個人の方 

(１) 交付決定日以降に補助対象事業に着手し、かつ、令和６年２

月 28日までに事業を完了し、実績報告書を提出できる方 

(２) 過去に本補助金を活用し、太陽熱利用システムを設置したこ

とがない方 

(３) 町税等の滞納がない方（同一世帯者も含む） 

(４) 暴力団員や暴力団関係者でない方 

交 付 要 件 
(１) 自ら居住する既存住宅に太陽熱利用システムを設置すること 

(２) 既存住宅は、一戸建ての専用住宅であること 

(３) 太陽集熱器が JIS4112で規定する太陽集熱器の性能と同等以

上の性能を有するものであること 

(４) 伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡内に本店、支店若しくは営業所

を有する事業者に設備を設置させること 

(５) 契約の締結は、交付決定日以降に行うこと 

(６) 既存住宅が自己の所有に属さない場合又は共有者がいる場合

は、当該所有者に設置の承諾を得ること 

(７) 既存設備の更新の場合は、設置から 15年が経過しているこ

と 

(８) 設置する設備は、商用化され、導入実績があり、中古のもの

でないこと 

(９) 本事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、

Ｊ-クレジット制度への登録を行わないこと 

(10) 交付金実施要領別紙２地域脱炭素移行・再エネ推進交付金交

付対象事業となる事業（重点対策加速化事業）の交付要件を満

たすこと 

補助対象経費 設置費及び工事費（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

補 助 率 等 補助対象経費の２/３以内（上限 60万円）千円未満切り捨て 

根 拠 法 令 等 箕輪町家庭におけるゼロカーボン推進補助金交付要綱 

必 要 書 類 

（ 申 請 時 ） 

A3 又は A4 で
提 出 

 

(１) 交付申請書（様式第１号） 

(２) 設置する既存住宅の位置図 

(３) 補助対象経費及びその内訳が記載された見積書の写し 

(４) 設置箇所を示す写真 

(５) メーカー、型式及び容量等設備の仕様が確認できる書類 

(６) 太陽集熱器が JIS4112で規定する太陽集熱器の性能と同等以

上の性能を有することを確認できる書類 

(７) 既存設備の設置年月が確認できる書類（更新の場合） 

(８) 委任状（様式第２号）（手続きを代理人に委任する場合） 

(９) 申請に係る確認表 
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５ ＺＥＨ水準住宅 

内 容 ＺＥＨ水準住宅の新築に対し、費用の一部を助成します。 

交 付 対 象 者 
次のいずれにも該当する個人の方 

(１) 交付決定日以降に補助対象事業に着手し、かつ、令和６年２

月 28日までに事業を完了し、実績報告書を提出できる方 

(２) 過去に本補助金を活用し、ＺＥＨ水準住宅を新築したことが

ない方 

(３) 町税等の滞納がない方（同一世帯者も含む） 

(４) 暴力団員や暴力団関係者でない方 

交 付 要 件 
(１) 自ら居住するためのＺＥＨ水準住宅を新築すること 

※ＺＥＨ水準住宅 

 強化外皮基準（断熱等性能等級５以上）を満たし、かつ、再生

可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量が省エネ基準の

基準値から 20％以上削減となる省エネ性能の水準を満たす住宅 

(２) ４月１日以降に設計及び建築工事請負契約を締結したもので

あること 

(３) ＺＥＨ水準への適合の確認ができる第三者機関が発行した書

類等を提出できること 

補助対象経費  

補 助 率 等 １件 10万円 

根 拠 法 令 等 箕輪町家庭におけるゼロカーボン推進補助金交付要綱 

必 要 書 類 

（ 申 請 時 ） 

A3 又は A4 で

提 出 

(１) 交付申請書（様式第１号） 

(２) 建築予定地の位置図 

(３) 設計及び建築工事請負契約書の写し 

(４) ＺＥＨ水準に適合することを証明する第三者機関が発行した

書類等 

※次のいずれかの書類により確認 

  ・ＢＥＬＳ評価書 

  ・設計住宅性能評価書又は建築住宅性能評価書 

  ・長期優良住宅建築等計画認定通知書 

  ・低炭素建築物新築等計画認定通知書 

  ・性能向上計画認定通知書 

  ・フラット 35S適合証明書及び竣工現場検査申請書・適合証

明申請書（すべての面）又はフラット 35S設計検査に関す

る通知書及び設計検査申請書（すべての面） 

  ・信州健康ゼロエネ住宅助成金の交付申請書の写し、各基準

に適合していることを示す計算書の写し及び額の確定通知

書の写し（額の確定通知書は、実績報告時に提出） 

(５) 委任状（様式第２号）（手続きを代理人に委任する場合） 
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６ 断熱性能向上リフォーム 

内 容 
既存住宅の断熱性能を向上させるリフォーム工事に対し、費用の一

部を助成します。 

交 付 対 象 者 
次のいずれにも該当する個人の方 

(１) 交付決定日以降に補助対象事業に着手し、かつ、令和６年２月

28日までに事業を完了し、実績報告書を提出できる方 

(２) 過去に本補助金を活用し、断熱性能向上リフォームを実施した

ことがない方 

(３) 町税等の滞納がない方（同一世帯者も含む） 

(４) 暴力団員や暴力団関係者でない方 

交 付 要 件 
(１) 自ら居住する既存住宅（店舗等併用住宅の場合は住居部分に限

る）の、壁、床、屋根、屋根裏及び窓等の断熱性能を向上させる

リフォームを実施すること 

(２) 町内に本店、支店若しくは営業所を有する事業者に補助対象工

事を実施させること 

(３) 契約の締結は、交付決定日以降に行うこと 

(４) 既存住宅が自己の所有に属さない場合又は共有者がいる場合

は、当該所有者に設置の承諾を得ること 

補助対象経費 設置費及び工事費（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

補 助 率 等 
補助対象経費の１/２以内（上限 15万円）千円未満は切り捨て 

ただし、補助対象経費から、国、県、又は町の他の制度の補助金等

交付額を除く。 

根 拠 法 令 等 箕輪町家庭におけるゼロカーボン推進補助金交付要綱 

必 要 書 類 

（ 申 請 時 ） 

A3 又は A4 で
提 出 

(１) 交付申請書（様式第１号） 

(２) 改修する既存住宅の位置図 

(３) 補助対象経費及びその内訳が記載された見積書の写し 

(４) 製品の規格及び改修内容が確認できる書類 

(５) 改修箇所を示す平面図（住宅全体の間取りが確認できるもの） 

(６) 改修箇所を示す写真 

(７) 委任状（様式第２号）（手続きを代理人に委任する場合） 
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７ ＥＶ・ＰＨＶ 

内 容 ＥＶ又はＰＨＶの購入に対し、費用の一部を助成します。 

交 付 対 象 者 
次のいずれにも該当する個人の方 

(１) 交付決定日以降に補助対象事業に着手し、かつ、令和６年２

月 28日までに事業を完了し、実績報告書を提出できる方 

(２) 過去に本補助金を活用し、ＥＶ又はＰＨＶを購入したことが

ない方 

(３) 町税等の滞納がない方（同一世帯者も含む） 

(４) 暴力団員や暴力団関係者でない方 

交 付 要 件 
(１) 町内に住所を有する者で、自ら使用するためのＥＶ又はＰＨ

Ｖを購入すること 

(２) 契約の締結は、交付決定日以降に行うこと 

(３) 自家用の新車として新たに購入するものであること 

(４) 使用の本拠の位置が町内であること 

(５) 交付申請日時点で、（一社）次世代自動車振興センターが実

施するＣＥＶ補助金の交付対象となっている車両で、給電機能

を有するものであること 

(６) 災害時等の車両の貸与について、町から要請があった場合に

は、可能な範囲で協力するよう努めること 

補助対象経費  

補 助 率 等 
ＣＥＶ補助金の規定に定める補助金交付額の１/10以内 

（上限 10万円）千円未満は切り捨て 

根 拠 法 令 等 箕輪町家庭におけるゼロカーボン推進補助金交付要綱 

必 要 書 類 

（ 申 請 時 ） 

 

A3 又は A4 で

提 出 

(１) 交付申請書（様式第１号） 

(２) 製品名及び価格が記載された見積書の写し 

(３) 委任状（様式第２号）（手続きを代理人に委任する場合） 
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８ Ｖ２Ｈ充放電設備 

内 容 Ｖ２Ｈ充放電設備の設置に対し、費用の一部を助成します。 

交 付 対 象 者 
次のいずれにも該当する個人の方 

(１) 交付決定日以降に補助対象事業に着手し、かつ、令和６年２

月 28日までに事業を完了し、実績報告書を提出できる方 

(２) 過去に本補助金を活用し、Ｖ２Ｈ充放電設備を設置したこと

がない方 

(３) 町税等の滞納がない方（同一世帯者も含む） 

(４) 暴力団員や暴力団関係者でない方 

交 付 要 件 
(１) 自ら居住する町内の住宅にＶ２Ｈ充放電設備を設置すること 

(２) 契約の締結は、交付決定日以降に行うこと 

(３) 住宅が自己の所有に属さない場合又は共有者がいる場合は、

当該所有者に設置の承諾を得ること 

(４) 設置する設備は中古品でないこと 

(５) 申請者又はその同一世帯者が所有する自家用の車両を接続し

て使用するためのものであること 

(６) 交付申請日時点で、（一社）次世代自動車振興センターが実

施するＣＥＶ補助金の交付対象となっている設備であること 

補助対象経費  

補 助 率 等 
ＣＥＶ補助金の規定に定める補助金交付上限額の１/10以内 

（上限 10万円）千円未満は切り捨て 

根 拠 法 令 等 箕輪町家庭におけるゼロカーボン推進補助金交付要綱 

必 要 書 類 

（ 申 請 時 ） 

A3 又は A4 で
提 出 

(１) 交付申請書（様式第１号） 

(２) 製品名及び価格が記載された見積書の写し 

(３) 設置設備に接続予定の車両の自動車検査証の写し若しくは自

動車検査証記録事項の写し（電子車検証の発行を受けている場

合は、自動車検査証記録事項を提出すること）又は購入予定価

格の製品名及び価格が記載された見積書の写し 

(４) 委任状（様式第２号）（手続きを代理人に委任する場合） 
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９ ペレットストーブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内 容 
ペレットストーブ又はペレットボイラーの購入に対し、費用の一部

を助成します。 

交 付 対 象 者 
次のいずれにも該当し、町内に居住する個人の方 

(１) 町税等の滞納がない方（同一世帯者も含む） 

(２) 過去に本補助金の交付を受けていない方 

交 付 要 件 
(１) 購入するストーブ等は新品であること 

(２) 県内に事業所又は代理店を有する者から購入すること 

(３) 使用するペレットは、長野県産ペレットであること 

(４) ペレットの販売業者との間で、協定の期間（３年間）を記載

した燃料供給に関する協定書を締結すること 

補助対象経費 ストーブ等本体の購入に要する経費 

補 助 率 等 補助対象経費の 10/10以内（上限 20万円） 

根 拠 法 令 等 箕輪町ペレットストーブ等設置事業補助金交付要綱 

必 要 書 類 

（ 申 請 時 ） 

(１) 交付申請書（様式第１号） 

(２) 購入するストーブ等の見積書及び仕様書 

(３) 設置予定箇所の位置図 

(４) 設置予定箇所を確認できる写真 
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10 ＰＰＡモデル導入推進協力金 

 

 

内 容 
ＰＰＡモデルを活用し太陽光発電設備を設置した方に、導入推進

協力金を交付します。 

交 付 対 象 者 
次のいずれにも該当する個人の方 

(１) 令和５年４月１日以降にＰＰＡモデルによる電力購入契約を

締結し、自ら居住する住宅又は同一敷地内の建築物に太陽光発

電設備を設置した方 

(２) 過去に本協力金の交付を受けていない方 

(３) 町税等の滞納がない方（同一世帯者も含む） 

(４) 暴力団員や暴力団関係者でない方 

交 付 要 件 
(１) 令和５年４月１日以降にＰＰＡモデルによる電力購入契約を

締結し、交付申請時において、自ら居住する住宅又は同一敷地

内の建築物に太陽光発電設備の設置が完了していること 

 ※ＰＰＡモデル 発電事業者が町内の住宅の敷地内に太陽光発

電設備を発電事業者の費用により設置し、発電設備から発電さ

れた電気を当該住宅に供給するもの 

(２) 令和５年４月１日以降にＰＰＡモデルによる電力購入契約を

締結し、交付申請時において、自ら居住する住宅又は同一敷地

内の建築物に太陽光発電設備の設置が完了していること 

 

 

 

補助対象経費  

補 助 率 等 １件 １万円 

根 拠 法 令 等 箕輪町ＰＰＡモデル導入推進協力金交付要綱 

必 要 書 類 

（ 申 請 時 ） 

A3 又は A4 で
提 出 

(１) 交付申請書兼請求書（様式第１号） 

(２) 契約書の写し 

(３) 設備の設置状況を確認できる書類 


